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公益通報（第19-90-32号、第19-90-41号）の対応について（勧告）

　標題について、本委員会において調査及び審議を行った結果、「職員等の公正な職務
の執行の確保に関する条例」第９条第１項の規定に基づき、次のとおり改善を勧告しま
す。
　直ちに、必要な措置をとられるとともに、その内容を本委員会に報告してください。

１　勧告
　大阪市においては、学校設置条例（昭和39年第57号）に基づき、23校（内、定時制３校
（中央、都島第二、第二工芸））の高等学校を設置している。
　これらの学校に勤務する教員（府費負担教職員、市費負担教員とも）のうち、夜間にお
いて授業を行う学校又は課程に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き12時30
分から21時15分までの８時間であると市規則により定められている。
　３校の定時制高等学校のうち、都島第二及び第二工芸は、それぞれ都島及び工芸高
等学校と教室、実習室等の学校施設を共有している状況にあるため、定時制高等学校
の職員は12時30分に出勤した後、授業開始時刻まで職員室等での授業準備や教材研
究等の業務を学校長から命じられている。
　定時制高等学校の職員に関し、勤務開始時刻である12時30分に恒常的に出勤しない
職員が存在し、出勤簿等の勤怠関係書類の事務処理が適正に行われていない状況に
あるという通報が本委員会に寄せられたため、本委員会は、平成19年３月及び８月に、
事務局職員による抜き打ちの立ち入り調査を都島第二及び第二工芸高等学校に対して
行い、書類審査、ヒヤリングを実施する等の調査を実施してきたところである。
　調査の範囲では、通報指摘のとおり、出勤簿等の勤怠関係書類の事務処理が必ずし
も適正とはいえず、また勤務時間中にもかかわらず、職員の勤怠状況が把握されてい
ないなど、適正な勤怠管理が行われていないとの疑義を招く状況にあると認定せざるを
得ない。
　よって、勤怠管理を適正に行うとともに、関係書類の取扱いについても適正に行うよう
勧告する。


